
介護ロボット導入支援事業

県職員が解説！

令和５年度交付要領



• ＩＣＴ導入支援事業及び介護ロボット導入支援事業の予算には限りがありますので、

予算を上回る申請があった場合は、

補助要件を満たしている申請であっても不採択となることがあります。

• LIFE加算への対応を支援するため、介護ロボット導入支援より

ＩＣＴ導入支援事業への補助を優先します。

優先するのは、通所介護事業所（地域密着型を含む）、通所リハビリテーション事業所、

特定施設入居者生活介護事業所（地域密着型を含む）、小規模多機能型居宅介護事業所（看護を含む）、認知症対応型共同生活介護事業所、

介護老人福祉施設（地域密着型を含む）、介護老人保健施設及び介護医療院のみとします。

• 申請にあたっての質問は、申請を行う事業所が行ってください。

販売店や工事業者からの質問にはお答えできません。

（販売店や工事業者からの質問に対する県の回答内容が、申請を行う事業所に正しく伝わっていないケース

が多々ありましたので、ご理解いただきますようお願いいたします）

注意事項
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第１条（目的）

介護ロボット導入支援事業（以下「支援事業」という。）は、新たな技術を活用した介護ロボットの導入により、

高齢者の自立支援や介護従事者の身体的負担の軽減及び業務の効率化（以下「介護従事者の負担軽減等」という。）

など、介護従事者が継続して就労するための環境を整え、介護サービスの質の向上を図るとともに、先駆的な取り組

みにより普及促進を行うことを目的とし、その交付については、三重県介護従事者確保事業費補助金交付要領（以下

「交付要領」という）に定めるほか、この要領に定めるところによる。



第３条（補助対象者）

補助対象者は、三重県内に所在し介護保険法（平成９年１２月１７日法律第１２３号）第８条（第６項、第
１２項及び第１３項を除く。）に掲げる事業を行う事業所及び施設であって、次に掲げる要件を全て満たす
ものとする。

・少なくとも見守りセンサー、インカム・スマートフォン等のICT機器、介護記録ソフトの３点を活用し、
従前の介護職員等の人員体制の効率化を行うとともに、利用者のケアの質の維持・向上や職員の休憩時間の
確保等の負担軽減に資する取組を行うことを予定していること。

・科学的介護情報システム（LIFE）による情報収集に協力すること。

見守りセンサー 介護記録ソフトICT機器指定通知

実施計画（効率化・負担軽減の取組）

LIFE



第４条（補助の対象範囲）
補助の対象範囲は次のとおりとする。

（１）介護ロボット機器
次のアからウまでの全ての要件を満たす介護ロボット機器を導入する場合に、購入若しくは３年以上のレン
タル、リース及び機器の設置に要する経費を対象とする。

……

（２）見守り機器の導入に伴う通信環境整備
見守り機器を効果的に活用するために必要な通信環境を整備するための経費として、次を対象とする。

見積書
（明細含む）

パンフレット
・カタログ



（1）介護ロボット機器

日常生活支援における、

①移乗介護
②移動支援
③排泄支援
④見守り・コミュニケーション
⑤入浴支援
⑥介護業務支援

のいずれかの場面において使用され、
介護従事者の負担軽減効果のある介護ロ
ボットであること（それぞれの定義につ
いては、別紙１を参照。）。

ア

①～⑥のロボットの定義が掲載されています

県ホームページ



（1）介護ロボット機器

次のいずれかの技術的要件を満たす介護ロボットである
こと。

• ロボット技術を活用して、従来の機器ではできな
かった優位性を発揮する介護ロボット。なお、ロ
ボット技術とは、
①センサー等により外界や自己の状況を認識し、
②これによって得られた情報を解析し、
③その結果に応じた動作を行う介護ロボット
のことをいう。

• 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促
進事業」（平成25年度～平成29年度）、「ロボット
介護機器開発・標準化事業」（平成30年度～令和２
年度）、「ロボット介護機器開発等推進事業（開発
補助）」（令和３年度～）において採択された介護
ロボット（「重点分野６分野１３項目の対象機器・
システムの開発」に限る。）。

イ 経済産業省事業に
採択された
機器の一覧が

掲載されています

県ホームページ



（1）介護ロボット機器

販売価格が公表されており、
一般的に購入又はレンタル、リース契約が
締結できる状態であること。

※補助対象経費には、リース費用も含むが、
当該年度中に係る経費（当該年度の３月
末までに係る経費）のみが対象となる。

ウ

購入

レンタル
・リース

• 月々支払いの場合は、当年度使用分の費用
のみ対象

• ３年以上分を一括支払いの場合は３年分の
費用が対象

設置費用

• 販売価格が公表されていること
（研究・開発中の商品でないこと）

• 機器の運搬や取付けにかかる費用など
• 工事を伴う場合は通信環境整備に分類する



（２）注釈

※ 介護ロボットの導入・活用により、業務の改善・効率化等が進められ、

職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、

収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、

その旨を職員等に周知すること。（第１３条の導入効果の報告により確認する）

介護ロボット機器

（２）見守り機器の導入に伴う通信環境整備
についても、同じ要件があります。



Wi-Fi環境を整備するために必要な経費

配線工事（Wi-Fi環境整備のために必要な有線LANの設備工事も含む。）
モデム・ルーター
アクセスポイント
システム管理サーバー
ネットワーク構築など

職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的な
コミュニケーションを図るためのインカム

（デジタル簡易無線登録型等のWi-Fi非対応型のインカムを含む。）の
導入に要する経費

介護ロボット機器を用いて得られる情報を介護記録にシステム連動させるために必要な経費

介護ロボット機器を用いて得られる情報とシステム連動可能な介護記録ソフトウェア
（既存の介護記録ソフトウェアの改修経費も含む）、
バイタル測定が可能なウェアラブル端末、
介護ロボットを用いて得られる情報とソフトウェア間を接続するためのゲートウェイ装置等

ＷｉＦｉ

インカム

ソフト
連動

見
守
り
機
器
の
導
入
に
伴
う

通
信
環
境
整
備

（２）



見
守
り
機
器
の
導
入
に
伴
う

通
信
環
境
整
備

（２）

注釈

※既に見守り機器を導入している場合において、見守り機器を効果的に活用するために
必要な通信環境の整備を行う場合も対象とする。

※介護ロボットのメンテナンスに係る経費及び通信に係る経費は補助対象外とする。

※補助対象経費には、リース費用も含むが、当該年度中に係る経費（当該年度の３月末までに
係る経費）のみが対象となる。

※見守り機器の導入に伴う通信環境整備により、業務の改善・効率化等が進められ、
職員の業務負担軽減やサービスの質の向上など生産性向上が図られるとともに、
収支の改善が図られた場合には、職員の賃金へも適切に還元することとし、
その旨を職員等に周知すること。（第１３条の導入効果の報告により確認する）



第５条（補助限度）

（１）第８条に掲げる一計画につき一回の補助とする。
なお、第４条（２）に掲げる事業については、一事業所につき一回限りの補助とする。

（２）介護ロボット機器の導入に関しては、第８条に掲げる介護ロボット導入計画等から必要性が
認められる台数を限度とする。

介護ロボット機器

通信環境整備 • １事業所につき１回限り

• １計画につき１回
• １計画あたりの導入台数の上限は、計画ごとに判断する

R４

実施計画（５台）

R５

実施計画（10台）

申請可能

R４
実施計画（100万）

R５
補助対象外

申請不可



第６条（対象外となる経費）

以下のものは補助対象経費から除くものとする。
ア 機器のメンテナンス及び通信に要する経費
イ 保険料
ウ 消費税及び地方消費税
エ 交付決定前に購入又はレンタル、リース契約を締結したもの
オ 導入翌年度以降のレンタル、リースに要する経費
カ その他、本事業として適当とは認められない費用

消費税は補助対象外

事前着手は不可

補助金額は税抜価格で計算する

交付決定前に購入・契約したものは全て補助対象外



第７条（補助金の交付額）
介護ロボット機器の導入にかかる補助の交付額は、１機器につき、第４条（１）に定める補助対象経費の実支出額に
５分の４を乗じて得た額と、以下の表に介護ロボットごとに定める基準額とを比較し、少ない方の額を補助額とする。
ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

２ 見守り機器の導入に伴う通信環境整備にかかる補助の交付額は、１事業所につき、第４条（２）に定める補助対象
経費の実支出額に５分の４を乗じて得た額と、７５０万円とを比較し、少ない方の額を補助額とする。

ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

介護ロボット 基準額

移乗支援（装着型・非装着型）
入浴支援

１００万円

上記以外 ３０万円

介護ロボット機器
通信環境整備

移乗・入浴支援 それ以外

補 助 率 ５分の４ ※千円未満切り捨て

補助上限 100万円×台数 30万円×台数 750万円

補助回数制限 なし １回限り

補助金
所要額調書



第８条（導入計画）
事業者は、介護従事者の負担軽減等のための介護ロボット導入計画を作成する。
※既に導入している機器の活用も可能とするが、当該機器も含め介護ロボット導入等計画を作成すること。

２ 交付要領別紙には、導入後３年間の ①達成すべき目標、②導入すべき機器、③期待される効果等 を記載すること
とし、実際の活用モデルを示すことで他の介護施設等の参考となるべき内容とする。
また、「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン（パイロット事業改訂版）」（厚生労働省
老健局・令和２年３月発行）を参考にしつつ、以下の内容を記載すること。

・従前の介護職員等の人員体制
・介護ロボット等の導入後に見込む介護職員等の人員体制
・利用者のケアの質や、休憩時間の確保等の職員の負担軽減に資する具体的な取組

なお、特に活用定着に向けたサポートが必要な介護ロボットを導入する事業者については、導入計画の作成や取組の
実施にあたって、原則、厚生労働省委託事業「介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム事業」の
相談窓口に相談すること。

また、第４条（１）と第４条（２）に掲げる事業の両方について補助を受ける場合、計画は両方について個別に作成
することとするが、一計画の中で上記の①から③までの内容が明確にかつ個別に確認できる場合においては、まとめ
て一計画として記載して差し支えない。



事業実施計画

導入後３年間の
①達成すべき目標
②導入すべき機器
③期待される効果等

・従前の介護職員等の人員体制

・ 介護ロボット等の導入後に見込む
介護職員等の人員体制

・ 利用者のケアの質や、休憩時間の確保
等の職員の負担軽減に資する具体的な
取組

※なお、特に活用定着に向けたサポートが
必要な介護ロボットを導入する場合は、
原則、厚生労働省委託事業「介護ロボット
の開発・実証・普及のプラットフォーム
事業」の相談窓口に相談すること。

導入前後での人員体制の変化
(例) 導入前2.4：1→導入後2.8：1

○○介助に要する職員２人→１人 など

※ 変化がなくても記入する

見守りセンサー、
インカム・スマートフォン等のICT機器、
介護記録ソフト
の３点を活用した内容を記入する
※ 補助対象者の要件

https://www.kaigo-pf.com/

介護ロボットの開発・
実証・普及の

プラットフォーム事業



第１０条（補助金の交付の条件）
補助金の交付決定には、次の条件が付されるものとする。
（１）交付要領第５条の条件。
（２）補助事業者が支援事業を実施するために必要な調達を行う場合には、県の助成を受けて行う事業で

あることに留意し、県が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

（３）売買、貸借、請負その他の契約は、原則として一般競争入札により締結するものとする。

（４）以下の額を超えない場合は、随意契約によることができる。ただし原則として、二人以上の者から
見積書を提出させなければならない。

一 工事又は製造の請負 二百五十万円
二 財産の買入れ 百六十万円
三 物件の借入れ 八十万円
四 前各号に規定する以外のもの 百万円



一般競争入札
原則

２者以上の見積合わせ
※物品購入160万円以下、工事260万円以下など

一定金額
以下

１者での随意契約

特定の業者
のみ

対応可能

県ホームページ



第１３条（導入効果の報告）

第１４条（他の補助制度との重複）

補助事業者は、導入年度に導入した製品の内容や導入効果等を、導入翌年度に報告しなければならない。
なお、具体的な報告内容や報告方法、報告期限等の詳細については、毎年度、別途通知する。

他の補助金等を受けて導入する介護ロボット及び通信環境の整備については、本事業における補助の対象と
はならない。



ご視聴ありがとうございました！

県ホームページに掲載しています。


